
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

R4年度 3,243 6,936 4,134 6,475 10,761 3,931 5,871 5,649 2,948 1,858 2,503 5,079 59,388

R3年度 2,129 3,818 2,125 8,301 7,984 2,839 4,366 5,401 2,823 1,852 1,214 3,214 46,066

増　減 1,114 3,118 2,009 △ 1,826 2,777 1,092 1,505 248 125 6 1,289 1,865 13,322

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

R4年度 1,228 2,792 1,423 1,105 1,638 1,493 2,190 2,071 768 712 935 1,143 17,498

R3年度 859 1,536 849 820 25 1,073 1,573 2,040 763 443 242 1,072 11,295

増　減 369 1,256 574 285 1,613 420 617 31 5 269 693 71 6,203

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（令和４年度業務)

令和5年9月5日

施　設　名 東郷湖羽合臨海公園（引地地区に限る。） 所在地 東伯郡湯梨浜町引地

設置目的
　鳥取県中部地域の観光の拠点施設として、また鳥取県と中国河北省と友好のシンボルとして、
　鳥取県の観光振興を図ることを目的とする。

設置年月日 　平成７年７月

施設内容
○敷地面積 ： ７．６ｈａ
○主な施設内容 ： 中国庭園燕趙園（集粋館を含む）、金山嶺橋、ボタン園、芝生広場、多目的広場、飲食施設、物販施設、駐車場
他

施設所管課名 生活環境部くらしの安心局まちづくり課 連絡先  ０８５７－２６－７４０３

指定管理者名  (一財)鳥取県観光事業団 指定期間  平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

委託業務の内容

○施設設備の維持管理に関する業務
○有料公園施設の利用許可又は利用の制限、利用料金の徴収等に関する業務
○集客促進に関する業務
○その他施設の管理運営に必要な業務（利用者の受付及び案内、利用者へのサービス提供）

管理体制

　　正職員：４人、臨時職員：６人、ﾊﾟｰﾄ職員：７人　〔 計１７人 〕

　　園長　　　シニアマネージャー 　　　マネージャー　　　　　　主事　　　　　　応接スタッフ
（正職員１）　（正職員１）　　　　　　（正職員１）　　　　　（正職員１）　　　(臨時職員５）うち１名は産休・育休
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売店スタッフ 　　　  売店スタッフ
　　　　　　　　　　　　　 　 　   　　　　　　　　　　　　　　（臨時職員１） 　　 （ﾊﾟｰﾄ職員７）
　

利用者数 (人)

利用料金 （別紙のとおり）

開館時間
午前９時（開園時間）から午後５時（閉園時間）まで。
（但し、夏休み期間等において自主事業を実施する場合は、閉園時間を午後９時まで延長）

休館日
１月・２月の第４火曜日。
（但し、祝日の場合には翌日とする。）

利用料金収入
　　　 (千円)



５ 収支の状況（単位：円）

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

区　　　　　分 Ｒ４年度 Ｒ３年度 増減

収入

事業収入

利用料金（入園料） 17,498,733 11,295,120

教室参加料･手数料収入 5,444,366 1,152,091 4,292,275

小　計 67,687,681 45,234,328 22,453,353

6,203,613

使用料（ﾁｬｲﾅﾄﾞﾚｽ） 1,574,220 895,240 678,980

売店営業収入 43,170,362 31,891,877 11,278,485

110,717,359 102,420,118 8,297,241

計 178,405,040 147,654,446 30,750,594

事業外収入

県委託料 110,337,062 101,672,008 8,665,054

雑収入 380,297 748,110 △ 367,813

小　計

22,703,020 25,041,347 △ 2,338,327

 売店営業費ほか 52,027,252 30,241,562 21,785,690

支出

 人  件  費 49,948,730 45,358,112 4,590,618

 施設管理費 36,606,108 37,734,503 △ 1,128,395

 集客促進費

確認項目
状況

備考
正職員 臨時職員 パート職員

計 161,285,110 138,375,524 22,909,586

収 　支 　差 　額 17,119,930 9,278,922 7,841,008

※常時１０人以上の労働者を
起床する場合は作成、届出が
必要

労使協定の締結状況 ○ ○ ○
※労働基準監督署長への届
出が必要な協定の有無

雇用契約
・

労使協定

労働条件の書面による提示 就業規則による 労働条件通知書 労働条件通知書 ※書面の名称を記入

就業規則の作成状況 ○ ○ ○

※タイムカード、ICカード、自己
申告、使用者の現認などの別
を記入

休暇、休日の状況 週あたり２日 週あたり２日 週あたり２～４日
※幅がある場合は上限、下限
を記入

労働時間

所定労働時間 8時間 8時間 4～8時間
※幅がある場合は上限、下限
を記入

時間管理の手法 使用者の現認 使用者の現認 使用者の現認

※適否を記入

支払い遅延等の有無 無 無 無 ※有無を記入

給与

給与金額 296,850円 150,000円 115,071円 ※平均月額を記入

最低賃金との比較 適 適 適

種別 業種 規模（常時使用する労働者数）
産業医 全ての業種        50人以上

衛生管理者の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※規模の要件あり

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任 選任の要否：要　　　選任状況：正職員から1名を選任 ※業種・規模の要件あり

安全衛生

一般健康診断の実施 実施

産業医の選任 選任の要否：否　　  選任状況：選任なし ※規模の要件あり

安全管理者の選任 選任の要否：否　　　選任状況：選任なし ※業種・規模の要件あり

3,001人以上（６人選任）
安全衛生推進者 安全管理者と同じ        10人以上50人未満

衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種        10人以上50人未満

安全管理者

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含む。）、電
気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・
じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小
売業、旅館業、コルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

　　　 50人以上

衛生管理者 全ての業種

50人～200人（１人選任）
201人～500人（２人選任）
501人～1,000人（３人選任）
1,001人～2,000人（４人選任）
2,001人～3,000人（５人選任）



７ サービスの向上に向けた取組み

８ 利用者意見への対応

利用料金 新たな料金変更なし

その他
活動団体（地域）と連携したイベントや燕趙園多目的広場の活用を目指し試行的にイベントを実施した。
・各種ウオーキング大会、県老人クラブ連合会との共催ウォーキング大会、県レクリエーション大会誘致、地元学校生徒によるＡＲ体
験イベント、伝統芸能ステージ、中国語講座、二胡体験、太極拳、等

利用者意見
の把握方法

・施設ホームページ意見箱、電子メール、電話による要望把握した。
・日常の応接において直接聞き取った。
・クイズラリーでの意見聴取に加えアンケート項目追加（８月より）
・友の会会員からの意見聞き取り
・県への「県民の声」による意見受付

区　分 取　　組　　み　　内　　容

開園時間
冬期間において自主事業を実施する場合の一部（イルミネーション等）で、閉園時間を午後９時まで延長
蓮の開花時期の土日に午前６時３０分から早朝開園予定だったが蓮の生育不良により観蓮会は中止。早朝開園は無料入園として実施。

休園日 年2日(1月～2月の第4火曜日)とした。

クイズラリー用のペンがみつけられませんでし
た。帰りに気づきました。途中でも参加できる
よう他の場所にもクイズラリーの紙を置いてほ
しいです。

分かりやすい設置場所の検討と受付での説明を徹底する。

滝が流れていなくて残念だった。 現在は復旧済み。

池の水が藻で緑になっていたのが残念。
東郷湖の水を引き入れているため、基本的に東郷湖の水と同じ透明度になる。池に浮かぶゴミ等は随時
点検し職員による清掃を行っている。

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

変面ショー目的で来ました。以前よりショーの
クオリティが落ちた気がします。

委託業者と情報を共有する。

中国雑技ショーは初めてみたのですごく感動し
ました。また来たいです。1ついえばショーの
午前の時間が9：30→10：00だと来やすいと思
いました。

旅館等からのチェックアウトの時間で決めている。今後業務の参考とする。

順路が分かりにくいです。 入園受付時に受付職員がマップボードやパンフレット等で順路の説明を丁寧に実施します。

　利用者からの積極的な評価

【庭園・施設】
・お花、木々のお手入れがとてもしっかりされていて気持ちよく園内を見てまわれました。
・中国旅行に来たような素敵なお庭でした！きれいにされていて心が豊かになる景観で楽しく拝見させて頂きました。
・とても素晴らしい建物が多く色や高さなども工夫されていてとても勉強になりました。
・日本国内で本格的な中国庭園をみられるところは少ないので、今回大変勉強になりました。ありがとうございました。友人にもオススメします！！
・園内の素晴らしさは想像以上でした、手入れもされており秋の一日を楽しむ事ができました。山や池の借景も見事ですね。
・庭園が想像以上に広く写真スポットもいっぱいあり楽しかった。

【中国文化の発信】
・キレイでした。最近中国の歴史に興味を持ったのでたのしかったです。
・まるで中国にいる雰囲気を味わえて楽しかったです。異世界に来れたようでワクワクしました。ありがとうございました。
・チャイナ服の貸出を利用しました。500円でかりられるのは、本当に破格だと思います。気分があがっていつも以上に楽しめました。

【中国雑技・イベント】
・中国雑技ショーは初めてみたのですごく感動しました。また来たいです。
・中国雑技ショーは迫力があり、特に変面がどうやって変えているのか、まったく分かりませんでした！
・クイズラリー、スタンプラリーも子供たちは大喜びでした。ありがとうございました。
・チャイナドレスをきれて園内をまわれるので写真もすてきにとれてよかった。金額もお安くてとても助かります。こいのえさやり、忍者修行、子供達も
　とてもたのしんでいました。



９ 指定管理者による自己点検

１　中国文化の発信

○ 鳥取県東京本部、国際誘客課と連携し在日中国人へのＰＲの検討。中国文化センターとの事業提携に向けた協議の継続、また中国向けＳＮＳに

漢服モデルより情報提供を行った。

○ 追悼指画展を実施、中国文化に接する機会を提供した。

○ 中国語教室、二胡教室、太極拳など本物の中国に直でふれあう機会を設け、来園者に提供した。

○ 中国雑技ショーを毎日開催。本場の中国雑技団を生で体感いただいた。

○ 中国コマ、蹴羽根などに挑戦する中国遊び文化を楽しんでいただいた。

○ 職員のチャイナ服着用など五感で感じる中国を演出。

２　集客促進

○ 中国の時機を捉えたイベントを毎月行うとともに、チラシを作成し地元幼・保・小学校に配布を行いイベントの周知を図った。

○ ＳＮＳを活用し各イベント、日々の園内風景やイベント情報を随時発信した。

○ 道の駅、老龍頭にて新規の飲食メニューを提供、チラシにより周知を徹底、地元からの誘客を図る。

○ 新日本海新聞社との共催イベント「こども忍者道場」を開催、夏期のファミリー層向け集客を図った。

○ イベント前には各報道機関等へ資料提供を行い、イベント告知を行った。

○ 周辺旅館や道の駅、観光施設等への訪問営業により連携の強化に取り組んだ。

○ クリスマス時は、中国建築とイルミネーションが融合した燕趙園ならではの演出を行い魅力づくりを図った。

３　関係団体との連携

○ 秋以降は各種ウォーキングイベント再開。実行委員会に参加。

○ 秋に中華コスプレ大会を再開。実行委員会事務局を務め地域の賑わいをけん引した。

○ 地域伝統芸能グループ（中国獅子舞・太鼓団体等）に出演を依頼、地元主導で園内に賑わいを創出した。

○ はたらく車やスイーツフェア―などの企業の協力をいただき、道の駅催事を実施。

○ 湯梨浜学園と共同催事を実施。

○ 園外の多目的活用の試行的なイベントを実施。県と情報共有を行う。

○ 東郷湖羽合臨海公園と連携したイベントを行った。（芝桜・ボタン周遊イベント、燕趙園まつり、イルミネーションイベント）

○ 湯梨浜町観光協会と連携し、「野花豊後」梅渓散策ツアーを実施し集客促進を図った。

○ 中部観光推進機構が行う、スタンプラリー等に参画し、県中部のお客の周遊化に努めた。

○ 山陰山陽花めぐり街道協議会事業に参画。施設間協力を図り、広域での周遊に努めた。

４　効率的な経費削減・収入確保とコストの見直し

○ WeLove山陰キャンペーン、とっとり得々割キャンペーン、三朝温泉ラドンクーポンへの参画にし集客を図った。

○ 原材料の高騰が続き、飲食メニューなどについて適切な価格改定を行った。

〔現在、苦慮している事項〕

　○床石のコケ対策（安全対策、雨が降ると滑りやすい）

〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

　○燕趙園の事を知らない人への効果的な情報発信。

　○収益の確保。

　○いつ来ても楽しめる常設イベントの充実。

　○道の駅、老龍頭のさらなる利用促進策。

　○長期的な修繕計画の策定（塗装、瓦、屋根下地、エアコン、ＥＶ）

　○園内各所で絶縁不良が見らる。

　○来園者ニーズの把握。

　○燕趙園周辺エリアの売り込み。

　○東郷湖及び燕趙園周辺の活性化。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕



10 施設所管課による業務点検 [令和５年３月３１日時点]

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

3

・職員による日常清掃や、専門の業者による設備の点検保守など、適切な施設管理を
行った。
・新型コロナウイルス対策を徹底して行うとともに、感染者等の発生時に必要な措置を迅
速に実施し、適切に施設管理を行った。

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

3 ・利用許可、利用料金の徴収について、適正に実施されている。
・減免基準に基づき、適正に減免を実施している。

　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免の実施

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

3

・園内の案内について機械での説明だけでなく、受付からも園内イベント等の説明を行う
など丁寧な対応を行っている。
・チャイナドレス、グラウンドゴルフ道具、コスプレ用アメニティの貸し出しサービスを適切
に行い好評を得ている。また、傘・車いす・ベビーカー・自転車パンク修理用工具を無料で
貸出し、利用者へのサービスに努めた。

　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○利用指導・操作

〔利用者サービス〕

3

・時期に合わせた毎月のイベントの開催や中華コスプレ大会の再開、地元団体や企業等
と連携・協力しての各種ウォーキング大会や道の駅イベントの実施等、集客促進に努め、
入園者数はコロナ禍前を上回った。
・地域伝統芸能グループによるステージや地元の学校との共同イベントの実施、道の駅
売店や老龍頭で新規の飲食メニューを提供する等、地元からの誘客を図った。
・来園者のニーズを把握するため、アンケート内容の見直しを行い、施設運営に活かして
いる。

　○開館時間、休館日、利用料金等

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○個人情報保護、情報公開

　○利用者意見の把握・対応

〔収入支出の状況〕 3 ・売店営業収入を中心に事業収入が大幅に増加した。
・イベントの連携開催等により経費削減に努めている。

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　　（利用券、利用券管理簿の管理など）

　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が定められて
　　　いる規程など）

〔職員の配置〕 3 ・来園者、利用者に対して十分な対応ができるよう適切に職員を配置した。
・観光ガイド研修の受講等、職員のスキルアップに努めた。

〔会計事務の状況〕

3 ・利用券の管理をはじめ、適正に会計事務を行った。

　○不適正事案や事故等の有無

〔関係法令の遵守状況〕

3 ・関係法令を適正に遵守し、業務を遂行した。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

　 ・その他の法令

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）

〔県の施策への協力〕
3 ・障がい者就労施設等から売店で販売する商品を発注した。

　○障がい者就労施設への発注

　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。
　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。
　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

総　　　　括 3

・関連団体や地域とも連携しながら、年間を通じて様々なイベントを開催し、集客の増加に
努めており、新型コロナウイルスの影響がある中にも関わらず、入園者数が増加した。
・催事の企画にあたっては、利用者アンケートや過去の状況等をよく分析し、魅力ある内
容になるよう検討するとともに、効果的なＰＲ方法についても検討が必要。
・施設設備の維持管理を継続して実施していただくとともに、施設等の長寿命化・耐久性
向上の観点から、予防保全（劣化又は損傷の未然防止）にも努めていただきたい。

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。
　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。


